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駐車禁止等の標識がなくても
この駐車方法は違反です!!

路上駐車は、車上狙い・車の盗難
　　　等の被害に遭う恐れがあります

道路は駐車場ではありません！
決められた場所に駐車してください！

 

路上駐車はやめましょう！
最近町内でも、下記のような路上駐車を目に
します。
今一度、再確認して、車は決められた場所に
駐車しましょう。

○お問い合わせ先
　小福田駐在所　☎（８４）００５７　　 元栗橋駐在所　☎（８４）０２７２
　境警察署　　　☎（８６）０１１０

●歩道上への駐車
●右側駐車（いわゆる逆側駐車）
●交差点内、交差点の側端から５メートル以内の部分
●道路上の場所を自動車の保管場所として反復継続して使用
　３ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金となります！！
●道路上の同一の場所に引き続き12時間(夜間8時間)以上
　の駐車
　20万円以下の罰金となります！！
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